
 

 

 

 

バス関申第 6号  
２０２２年度賃金引き上げ等に関する申し入れ 
 

 

 

 

１．２０２２年４月１日以降のＪＲ東労組組合員（契約社員Ａを含む）の基本

給を一律６，０００円（定期昇給を含まない）引き上げること。 

２．２０２２年４月１日以降の契約社員Ｂ及び日給制臨時雇用員の基本日額を

一律１５，０００円にすること。 

３．時給制臨時雇用員の時給を一律２，０００円にすること。 

４．「労働条件に関する協約１５６条」及び「平成１８年 10 月１日以降新た

に採用する社員の労働条件に関する協約第２０条」に基づき定期昇給を完全

実施すること。 

５．２０２１年４月１日に実施した、満５５歳未満（当時）の組合員に対する

定期昇給のカット分を別途支給すること。 

６．組合員の生活確保・働きがいの向上と、人材の確保・定着の実現を目指し、

５５歳以上における基本給減額制度を見直し改善すること。 

７．「６５歳定年制」を導入すること。 

８．回答については、２０２２年３月３１日までとすること。 
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